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東郷町バス運行事業公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、東郷町巡回バス運行事業を実施するに当たり、町民の利便性の確保及び安全かつ

効率的に運行するため広く企画提案を募集し、優れた提案内容や価格等を総合的に評価すること

で最も適切な者を当該事業の実施者として選定することを目的とする。 

 

２ 事業概要 

⑴ 事業名 

 東郷町巡回バス運行事業 

⑵ 事業内容 

別紙「東郷町巡回バス運行事業仕様書」のとおり。 

⑶ 事業期間 

令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

⑷ 事業費上限額 

  東郷町巡回バス運行事業 

２６９，１１３千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とする。 

各年度の上限額 令和９年度 ８７，９９６千円 

                  令和１０年度８９，６９３千円 

                  令和１１年度９１，４２４千円 

※上記金額は、運賃収入及び国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系

統確保維持費国庫補助金）並びに令和９年１０月に予定する路線見直しに係る費用を含ま

ない。 

 ⑸ 国庫補助金 

   当該運行事業は、国土交通省が所管する地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用して

運行する予定である。 

 

３ 路線見直し 

  令和９年１０月に路線見直しを実施し、ルート及び運行台数が変更となるため、見直し内容が

決定し次第、９の協定及び協議を変更するものとする。 

 

４ 選定方法 

公募型プロポーザル方式による。 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者（以下「参加事業者」という。）は、次に掲げる事項を全て満

たす者とする。 

 ⑴ 令和８年度において東郷町の入札参加資格を有していること。 
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 ⑵ 愛知県内に営業所（運行管理者及び整備管理者を配置する）を有し、事故や故障等により代

車が必要な場合において３０分以内に準備ができること。 

 ⑶ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条第１項に規定する一般乗合旅客自動車運送

事業の許可を取得し、現に実施していること。 

 ⑷ 運行開始日までに、当該路線について道路運送法を始め関係法令に基づく許認可を完了し、

運行開始日から問題なく運行を開始できること。なお、許可申請等に要する費用は、参加事業

者が負担するものとし、運行経費に含めない。 

 ⑸ 本業務と同種又は類似の事業実績を有すること。 

⑹ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の定めに該当しない者 

 ⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立がなされている者に

あっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。 

 ⑻ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされている者に

あっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。 

 ⑼ 国税及び地方税に未納がないこと。 

 ⑽ 東郷町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２４年１２月１９日締

結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

⑾ 東郷町指名業者等選定審査会規程（平成元年東郷町訓令第２号）による指名停止を受けてい

ない者 

⑿ 令和９年１０月に実施する路線見直しに対応し、運行業務を継続できる者 

 

６ 申込方法及びスケジュール 

項目 日程等 

実施要領の公表 令和８年４月３０日（木）から 

・必要な書類は、町ＨＰからダウンロードすること。 

参加表明書等の提出 令和８年５月１日（金）から６月１１日（木）まで 

午前８時３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

・東郷町役場３階公共交通対策室に提出すること。 

・郵送の場合は、上記までに必着のこと。 

質問の受付 令和８年６月１１日（木）午後５時まで 

・質問内容を様式４にまとめ、電子メールにより送付するこ

と。 

質問の回答 令和８年６月１８日（木）までに町ＨＰで公表 

企画提案書等の提出 令和８年６月２５日（木）から令和８年７月２日（木） 

午前８時３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

・東郷町役場３階公共交通対策室に提出すること。 

・来庁の際は、事前に電話予約をお願いします。 

プレゼンテーション 

（審査） 

令和８年７月１６日（木）予定 

・プレゼンテーションの実施時間等の詳細は、令和８年７月９
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日（木）までに各提案者に通知する。 

 

７ 書類の提出 

 ⑴ 提案参加表明書等 

   提案参加表明については、以下の書類を１部作成し、期限内に東郷町役場３階公共交通対策

室に提出すること。 

  ア 提案参加表明書（様式１） 

  イ 財務諸表（直近の３決算期の貸借対照表、損益計算書） 

  ウ 登記簿謄本（履歴事項全部証明書、３か月以内に発行されたもの） 

  エ 国税及び地方税を滞納していない旨の証明書 

 ⑵ 企画提案書等 

企画提案については、以下の書類をア及びイは正本１部、副本７部（コピー可）の計８部、

ウは正本１部を作成し、期限内に東郷町役場３階公共交通対策室に提出すること。応募書類に

ついては、正本はアからウ、副本はア及びイを一式として提出すること。また、イ（企画提案

書）の電子データを収めたCD-Rを１枚提出すること。 

  ア 企画提案申請書（様式２） 

イ 企画提案書（任意様式。日本産業規格Ａ４ １０ページ程度で両面印刷（長辺綴じ）と

し、ページ番号を付すこと。） 

ウ 運行経費見積書（様式３） 

    運行経費見積額は、次に掲げるものとする。 

   (ｱ) 人件費 

   (ｲ) 燃料費 

   (ｳ) 車両調達費（※１） 

   (ｴ) 車両管理費（修繕費用（※２）、点検費用、保管費用等） 

   (ｵ) 自動車諸税等（自動車税、自動車重量税） 

   (ｶ) 保険料（自動車損害賠償責任保険料掛金、自動車任意保険料掛金） 

   (ｷ) 運行管理費 

   (ク) その他業務に必要な経費（※３）  

   ※１ 当該事業において使用する運行車両は以下【参考】のとおり。また、町所有車両を運

行期間中無償貸与するものとする。なお、№1のリース車両を現在の運行事業者から引

き継ぎ使用するときは、リース会社の審査を行うものとする。新たに町が車両を購入し

たときは、車両調達費のうち不要となる額を減額する。 

   ※２ １件につき３０万円以上の多額な修繕費用が発生し、事業者に過失が無いと認められ

る場合には、町と協議の上、運行経費に加えることができる。 

   ※３ その他業務には、乗務客の安全確保・移動制約者の乗降補助、乗継券等の作成・発

行、料金徴収・管理、車内案内アナウンス、緊急時の対応（緊急連絡・予備車の確保

等）、車両清掃、業務期間中の運行に係る備品の補完・管理等、運行に必要な業務を含

むものとする。 
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【参考】現在運行車両情報（東郷町巡回バス） 

№ 車種 
登録

年月 

走行距離

（R8.3.31現在） 
排気量 所有者 

リース料 

（月額） 
備考 

１ 日野ポンチョ H25.8 658,768㎞ 5.12L 
名鉄協

商㈱ 
33,000円 予備車 

２ 日野ポンチョ R4.11 160,616㎞ 5.12L 東郷町 ― ― 

３ 日野ポンチョ R7.1 59,791㎞ 5.12L 東郷町 ― ― 

４ 日野ポンチョ R7.1 60,528㎞ 5.12L 東郷町 ― ― 

５ 日野ポンチョ R7.12 13,564㎞ 5.12L 東郷町 ― ― 

 ⑶ 提案書に記載する主な提案項目 

  ア 業務履歴 

    会社概要、本業務を担当する営業所、営業所の業務別従事者数、車種別保有車両数、同

種・類似業務の実績一覧（業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等） 

  イ 業務担当体制 

    統括責任者・主任担当者等の資格・経歴、同種・類似業務実績、現在の手持ち業務 

  ウ 本業務への提案 

   (ｱ) 安全確保方策 

    ａ 国土交通省による処分状況（過去５年間） 

    ｂ 重大事故の発生の状況（過去５年間）（重大事故とは自動車事故報告規則（昭和26年

運輸省令第104号）第２条の事故をいう。） 

    ｃ 運輸安全マネジメントの導入状況 

    ｄ 運行管理体制の状況 

    ｅ 車両整備・点検の体制 

    ｆ 営業所と車庫との距離 

    ｇ 適切な乗務割、労働時間を前提とした運転手の選任計画 

    ｈ 休憩所等施設の設置状況 

   (ｲ) 収益拡大策 

(ウ) 利用者利便性の確保方策 

    ａ 高齢者、障がい者等への配慮 

    ｂ 利用者への接客教育体制 

    ｃ 利用者に対する情報提供の体制 

    ｄ 苦情対応体制 

    ｅ 他の交通機関とのネットワーク構築に向けた取組 
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   (ｴ) 環境への配慮 

   (ｵ) 緊急時の対応能力 

    ａ 事故等の処理体制 

    ｂ 事故等の損害賠償 

    ｃ 災害発生時等緊急時の対応 

    ｄ 車両故障時の車両準備対応 

  エ 運行開始日までの工程計画 

  オ 営業所と車庫が記載された地図 

 

８ 審査に関する事項 

 本業務に係る提案書等の審査、評価及び優先交渉権者の選定は、選定委員会において行うもの

とする。 

⑴ 評価項目 

⑵ プレゼンテーション審査 

  プレゼンテーションを実施し、選定委員会で評価する。 

ア 開催日 

令和８年７月１６日（木）（予定） 

イ 開催場所 

№ 評価項目 配点ウェイト 

１ 業務履歴 ５点 

２ 業務担当体制 ５点 

３ 安全確保方策 ３５点 

４ 収益拡大策 ５点 

５ 利用者利便性の確保策 ２５点 

６ 環境への配慮 ５点 

７ 緊急時の対応能力 ２０点 

８ 工程計画 ５点 

９ 見積金額 １５点 

１０ プレゼンテーション １５点 
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東郷町役場内（愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地） 

⑶ 審査結果 

ア 企画提案書及びプレゼンテーションの内容を基にした選定委員会の評価で、最も得点の高

い提案者を第１位の優先交渉権者とし、次点の者を第２位の優先交渉権者とする。 

イ 最高得点の提案者が複数であった場合は、見積金額の低い者を優先交渉権者とする。 

ウ 最高得点及び見積金額が同額の場合は、審査委員の合議により決定する。 

エ 審査結果は、審査終了後に提案者全員に通知する。 

オ 優先交渉権者及び審査結果は、本町のホームページで公表する。 

なお、審査結果の公表時には、優先交渉権者以外の提案者名は非公表とする。 

カ 審査結果に関する問合せ及び異議申立は受付けない。 

 

９ 契約事項 

⑴ 審査により選定された優先交渉権者と本町において、運行に関する協定書を締結する。ま

た、年度ごとに運行協議書を締結し、運行協議書に基づき運行を行うものとする。 

⑵ 最終的な業務仕様については、事業者との協議により決定する。 

⑶ 失格その他の理由により第１位の優先交渉権者との契約が不可能となった場合は、第２位の

優先交渉権者と協議を行う。 

 

10 失格要件 

⑴ 応募書類に虚偽の記載をした場合 

⑵ 提案参加表明書提出後、提出期限内に企画提案書を提出しなかった場合 

⑶ 見積金額が事業費上限額を超える提案をした場合及び総合評価点が５割に満たない場合 

⑷ その他本要領における諸条件に違反した場合 

 

11 その他 

⑴ プロポーザルに参加するために係る費用は、全て提案事業者の負担とする。 

⑵ 提出された書類は、返却しない。 

⑶ 提出書類の著作権は提案事業者に帰属するが、選定結果の公表等に必要な場合には、本町

は、当該著作権を無償で使用できることとする。 

⑷ 本町が必要と認めたときには、追加資料の提出を依頼する場合がある。 

⑸ 提案参加表明書提出後に辞退する場合は、事務局まで事前に連絡の上、辞退届（任意様式）

を提出すること。 

⑹ 本件に係る情報公開請求があった場合には、東郷町情報公開条例（平成１１年東郷町条例第

２１号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

 

12 事務局（問合せ先） 

  東郷町企画部公共交通対策室 

  所在地 〒470-0198 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地 
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  電 話 0561-56-0716（ダイヤルイン） 

  メール tgo-kotsu@town.aichi-togo.lg.jp 


